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(57)【要約】
【課題】半導体装置等の製造に用いられるインプリント
方法において利用するテンプレートに高精度のパターン
を形成することができるテンプレートの製造方法を提供
することを目的とする。
【解決手段】
テンプレート基板上にマスクパターンを形成し、マスク
パターンをマスクにテンプレート基板を加工し、テンプ
レート基板の第一の領域に第一のパターンを、第一の領
域に隣接する第二の領域に第二のパターンを形成し、テ
ンプレート基板上に第一の領域を覆うようにマスク材を
形成し、マスク材をマスクにテンプレート基板の第二の
領域を加工し、第二の領域の表面を第一の領域の表面よ
りも低くする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
テンプレート基板上にマスクパターンを形成する工程と、
前記マスクパターンをマスクに前記テンプレート基板を加工して、前記テンプレート基板
の第一の領域に第一のパターンを、前記第一の領域に隣接する第二の領域に第二のパター
ンを形成する工程と、
前記テンプレート基板上に前記第一の領域を覆うようにマスク材を形成する工程と、
前記マスク材をマスクに前記テンプレート基板の前記第二の領域を加工して、前記第二の
領域の表面を前記第一の領域の表面よりも低くする工程と、
を備えたことを特徴とするテンプレートの製造方法。
【請求項２】
前記テンプレートの前記第一の領域は前記第二の領域に囲まれていることを特徴とする請
求項１記載のテンプレートの製造方法。
【請求項３】
前記第二の領域の加工により、前記第二のパターンを除去することを特徴とする請求項１
又は２記載のテンプレートの製造方法。
【請求項４】
前記テンプレート基板の前記第二の領域の加工をウェットエッチングにより行うことを特
徴とする請求項１乃至３記載のテンプレートの製造方法。
【請求項５】
前記第一のパターンと前記第二のパターンは同一寸法のパターンを有していることを特徴
とする請求項１乃至４記載のテンプレートの製造方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造工程、ハードディスクの製造工程、フォトアレイの製造工
程などに用いられるテンプレートの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、半導体装置、ＨＤＤ及びフォトアレイ等のデバイスの製造において、テンプレート
に形成されたパターンをシリコン基板等の被転写基板に転写するインプリント法が注目さ
れている。インプリント法は、凹部形状の溝パターンが形成されたテンプレートを被転写
基板上に塗布した有機材料に押し付けてテンプレートのパターンに有機材料を充填し、充
填された材料を光照射等により硬化させた後、テンプレートを充填材料から離型すること
で基板上に充填材料パターンを形成する方法である。
【０００３】
インプリント法で使用されるテンプレートには、被転写基板にデバイス回路パターンを形
成するための凹部形状パターンが形成されている。テンプレート表面領域のうちそれらの
パターンが形成されている領域の表面は、その周辺の領域の表面と高さ位置が異なってお
り、周辺領域表面に比べて凸となる構造になっている。この構造は、被転写基板の所定領
域にデバイス回路用パターンを転写した後、その所定領域に隣接する基板領域にもテンプ
レートを接触させてデバイス回路用パターンを転写する際、既に所定領域に転写されてい
るパターンがテンプレートに接触して破損してしまうことを回避するために採用されてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
テンプレートを製造する場合、テンプレート基板上にマスクパターンを形成した後、マス
クパターンの開口部に露出するテンプレート領域をエッチングすることでテンプレート基
板に凹状の溝パターンを形成する。
【０００５】
しかし、近年の半導体装置等の電子デバイスの微細化に伴い、テンプレート上に形成する
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マスクパターンの開口が非常に小さくかつ密な配置となっており、マスクパターン開口の
疎密環境がエッチングの精度に影響し、エッチング後のテンプレートパターンの寸法が所
望の設計寸法からずれてしまう場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－６６２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、半導体装置等の製造に用いられるインプリント方法において利用するテンプ
レートに高精度のパターンを形成することができるテンプレートの製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の一態様に係るテンプレートの製造方法は、テンプレート基板上にマスクパターン
を形成する工程と、前記マスクパターンをマスクに前記テンプレート基板を加工して、前
記テンプレート基板の第一の領域に第一のパターンを、前記第一の領域に隣接する第二の
領域に第二のパターンを形成する工程と、前記テンプレート基板上に前記第一の領域を覆
うようにマスク材を形成する工程と、前記マスク材をマスクに前記テンプレート基板の前
記第二の領域を加工して、前記第二の領域の表面を前記第一の領域の表面よりも低くする
工程と、を備えたことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係るテンプレートの製造方法を説明する工程断面図。
【図２】実施形態に係るテンプレートの構造を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
  以下、図面を参照して本発明に係るパターン形成方法の実施形態について詳細に説明す
る。
【００１１】
  （実施形態）
　実施形態に係るインプリント法で用いられるテンプレートの製造方法について図１を参
照して説明し、実施形態に係るテンプレートの構造について図２を参照して説明する。図
１は、テンプレートの製造方法を示す工程断面図であり、図２（ａ）はテンプレートの平
面図、図２（ｂ）はテンプレートの断面図である。図１は、図２で示すテンプレートのＡ
Ａ’断面を局所的に抽出した工程断面図である。
【００１２】
　まず、図１（ａ）に示したように、テンプレート基板１００上にマスク材１０１を形成
し、マスク材１０１上にレジストパターン１０２を形成する。テンプレート基板１００の
材料は、石英やサファイア等の透光性の材料である。テンプレート基板１００は、第一の
領域Ｘと第二の領域Ｙを有しており、例えば、第一の領域Ｘは、シリコン基板等の被転写
基板にデバイス回路パターンを形成するための凹部形状パターンが形成されるデバイスパ
ターン領域であり、第二の領域Ｙは、デバイスパターン領域の周辺に位置する周辺領域で
ある。図１に示す工程断面図は、テンプレート基板１００のうち第一の領域Ｘと第二の領
域Ｙの境界領域を局所的に示した図である。
【００１３】
　レジストパターン１０２は、一般的な電子ビーム描画法を用いて形成する。レジスト膜
をマスク材１０１上に塗布形成した後、電子ビーム描画装置を用いてレジスト膜に所望の
パターンを描画し、さらに現像装置を用いてレジスト膜を現像することで、レジストパタ
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ーン１０２を形成する。
【００１４】
レジストパターン１０２は、第一の領域Ｘに形成される第一のレジストパターン１０２Ｘ
と第二の領域Ｙに形成される第二のレジストパターン１０２Ｙを有している。第一のレジ
ストパターン１０２Ｘと第二のレジストパターン１０２Ｙは、それぞれ描画装置によりパ
ターンを描画した後、一括して現像することにより形成される。
【００１５】
　仮に、第一のレジストパターン１０２Ｘに隣接する第二のレジストパターン１０２Ｙを
形成しなかった場合の比較例を説明する。この比較例では、第一のレジストパターン１０
２Ｘのうち最端部に位置するパターンと、最端部よりも内側の箇所、例えば中央部に位置
するパターンとは、パターン環境が異なる。所定のパターンのパターン環境とは、所定の
パターンの周辺パターンの寸法、ピッチ（パターン間隔）、密度又は周囲長（パターン平
面の周囲の合計長さ）、あるいはそれらの変化度に基づいて決められる。第一のレジスト
パターン１０２Ｘの最端部に位置するパターン近傍は、その外側に隣接するパターンが存
在しないためパターン密度の変化が非常に大きくなるが、中央部に位置するパターン近傍
はその内側にも外側にもパターンが存在するためパターン密度の変化が少なくなる。
【００１６】
一般的に、レジストパターンの現像工程では、現像処理によりレジスト膜に形成するパタ
ーンのパターン環境が統一されているか否かが、レジストパターンを設計寸法又は設計形
状通りに形成できるか否かの一因となっている。従って、パターン密度変化の大きい端部
のレジストパターンとパターン密度変化の小さい中央部のレジストパターンを現像処理に
より形成する際、端部近傍のパターンを設計寸法通りに形成することが困難になる。
【００１７】
一方、本実施形態に係るテンプレートの製造方法では、マスク材１０１上に第一のレジス
トパターン１０２Ｘに隣接するように第二のレジストパターン１０２Ｙを形成している。
従って、第一のレジストパターン１０２Ｘの端部のパターンの外側にも第二のレジストパ
ターン１０２Ｙが形成されているため、端部近傍のパターン密度の変化は前述の比較例の
場合に比較して小さくなる。比較例に比べて、第一のレジストパターン１０２Ｘの端部と
中央部の各パターンのパターン密度変化（パターン環境）が近くなるため、現像処理を通
して両パターンを形成する際、設計寸法からのずれを抑えることができる。
【００１８】
なおこのとき、第一のレジストパターン１０２Ｘ端部のパターン環境が第一のレジストパ
ターン１０２Ｘ中央部のパターン環境に近づくように、第二のレジストパターン１０２Ｙ
を形成することが好ましい。例えば、第一のレジストパターン１０２Ｘが所定の寸法及び
ピッチの周期パターンであれば、第二のレジストパターン１０２Ｙも第一のレジストパタ
ーン１０２Ｘと同一の寸法及びピッチの周期パターンとすることができる。この場合、第
一のレジストパターン１０２Ｘの最端部のパターンは中央部のパターンと同様の寸法およ
びピッチの周期パターンに囲まれることになる。ここで同一とは、各レジストパターンの
設計上の同一を含む。このため、第一のレジストパターン１０２Ｘ端部と中央部における
パターン環境がほぼ同一になり、第一のレジストパターン１０２Ｘ全体として設計寸法通
りに形成することができる。
【００１９】
前述のようにレジストパターン１０２を形成した後、図１（ｂ）に示したように、レジス
トパターン１０２をマスクにしてマスク材１０１をエッチング加工することにより、マス
ク材１０１にマスクパターン１０３を形成する。第一のレジストパターン１０２Ｘをマス
クにマスク材１０１を加工して得られるパターンを第一のマスクパターン１０３Ｘとし、
第二のレジストパターン１０２Ｙをマスクにマスク材１０１を加工して得られるパターン
を第二のマスクパターン１０３Ｙとする。その後、レジストパターン１０２をアッシング
処理により除去する。マスク材１０１は、テンプレート基板１００に対してエッチング選
択比を有する材料、例えばＣｒやＭｏＳｉ等が利用され、単層構造または多層構造とする
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ことができる。
【００２０】
一般的に、レジストパターン等をマスクとして下地膜をドライエッチングして下地膜に一
括してパターンを加工する場合、下地膜に形成するパターンを設計寸法通りに形成できる
か否かは、ドライエッチングを適用する際のマスクとなるレジストパターンのパターン環
境に依存する。ここで、所定のパターンのパターン環境とは、所定のパターンの周辺に配
置されるパターンの寸法、ピッチ（パターン間隔）、密度又は周囲長（パターン平面の周
囲の合計長さ）、あるいはそれらの変化度に基づいて決められる。
【００２１】
例えば、レジストパターンを構成する個々のパターン（開口部）がそれぞれ異なるパター
ン環境を持ち、このようなレジストパターンをマスクに下地膜をドライエッチングした場
合、それら個々のパターンに対応する下地膜パターンの全てを設計通りの寸法や形状に形
成することが困難となる恐れがある。一方、レジストパターンを構成する個々のパターン
のパターン環境がそれぞれ近似しているならば、それら個々のパターンに対応する下地膜
パターンを設計通りの寸法や形状に形成することが容易となる。
【００２２】
　本実施形態に係るテンプレートの製造方法では、第一のレジストパターン１０２Ｘに隣
接するように第二のレジストパターン１０２Ｙを形成することにより、第一のレジストパ
ターン１０２Ｘのうち第二のレジストパターン１０２Ｙ側（外側）の最端部に位置するパ
ターンとその内側に位置するパターンのパターン密度の変化（パターン環境）を近似させ
ることができる。
【００２３】
このため、レジストパターン１０２をマスクにエッチング処理を施してマスクパターン１
０３を形成する場合、マスクパターン１０３を構成する個々のパターン全体を設計通りの
寸法や形状に形成することができる。
【００２４】
次に、図１（ｃ）に示すように、マスクパターン１０３をマスクにテンプレート基板１０
０をエッチングにより加工し、テンプレート基板１００に凹状の溝パターンであるテンプ
レートパターン１０４を形成する。各テンプレートパターン１０４の溝の深さは、６０ｎ
ｍ程度である。その後、マスクパターン１０３をエッチング処理により除去する。
【００２５】
第一のマスクパターン１０３Ｘをマスクに基板１００を加工して得られるパターンを第一
のテンプレートパターン１０４Ｘとし、第二のマスクパターン１０３Ｙをマスクに基板１
００を加工して得られるパターンを第二のテンプレートパターン１０４Ｙとする。第一の
テンプレートパターン１０４Ｘは、デバイス回路パターンを形成するためのパターンであ
る。第二のテンプレートパターン１０４Ｙは、インプリント法によりシリコン基板等に転
写されることのないダミーパターンであり、第一のテンプレートパターン１０４Ｘの端部
の寸法精度を向上するために設けられたものである。
【００２６】
　図１（ｂ）を用いて説明したマスク材１０１のエッチング工程と同様、テンプレート基
板１００のエッチング工程においても、マスクパターン１０３を構成する個々のパターン
のパターン環境が近似しているため、テンプレートパターン１０４を構成する個々のパタ
ーンを設計通りの寸法および形状で形成することができる。
【００２７】
　続いて、図１（ｄ）に示すように、テンプレート基板１００上にレジスト膜を塗布し、
フォトリソグラフィ処理を施して、第一のテンプレートパターン１０４Ｘを覆い、第二の
テンプレートパターン１０４Ｙを露出するように、レジストパターン１０５（マスク材１
０５）を形成する。
【００２８】
さらに、図１（ｅ）に示すように、テンプレート基板１００の第二のテンプレートパター
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ン１０４Ｙが形成された第二の領域Ｙに対してウェットエッチング処理を施す。これによ
り、テンプレート基板１００のうち第一のテンプレートパターン１０４Ｘが形成された第
一の領域Ｘの表面が、第二の領域Ｙの表面に対して高くなる。
【００２９】
このような段差構造を有するテンプレートを用いてインプリント法を実施した場合、シリ
コンウェハの所定領域にパターンを転写した後、その所定領域に隣接する基板領域にもテ
ンプレートを接触させてパターンを転写する際、既に所定領域に転写されているパターン
がテンプレートに接触して破損してしまう恐れを回避することができる。
【００３０】
　本実施形態に係るテンプレートの製造方法では、ウェットエッチングにより基板１００
を掘り下げる深さを６０μｍ程度とした。この場合、ウェットエッチング後も、基板１０
０の表面に第二のテンプレートパターン１０４Ｙの底面近傍が残存する。なお、ウェット
エッチングにより、さらに基板１００を掘り下げてもよく、この場合には、基板１００表
面の第二のテンプレートパターン１０４Ｙを除去することができる。
【００３１】
　以上のようにして本実施形態に係るテンプレートの製造方法によりテンプレートを製造
することができる。本実施形態に係るテンプレートの製造方法では、第二のレジストパタ
ーン１０２Ｙおよび第二のマスクパターン１０３Ｙを、それぞれ第一のレジストパターン
１０２Ｘおよび第一のマスクパターン１０３Ｘに隣接して形成することで、第一のレジス
トパターン１０２Ｘおよび第一のマスクパターン１０３Ｘを構成する個々のパターンのパ
ターン環境を統一する。このため、各エッチング工程を通して第一のマスクパターン１０
３Ｘ及び第一のテンプレートパターン１０４Ｘを形成する際、設計通りの寸法および形状
として形成することができる。
【００３２】
　続いて、図２を参照して、本実施形態に係るテンプレートの製造方法により製造したテ
ンプレートの構造を説明する。
【００３３】
　図２（ａ）に示すように、テンプレート基板１００、第一のテンプレートパターン１０
４Ｘ（デバイス回路形成用の溝パターン）が形成された第一の領域Ｘ、およびその周辺の
第二の領域Ｙは、それぞれ矩形形状である。また、第一のテンプレートパターン１０４Ｘ
が形成された第一の領域Ｘは第二の領域Ｙに囲まれるように配置されている。
【００３４】
　また、図２（ｂ）に示すように、第二の領域Ｙの表面は第一の領域Ｘの表面よりも低い
位置にある。
【００３５】
本実施形態に係るテンプレートの製造方法により製造したテンプレートを用いたインプリ
ント法により新たなテンプレートを複製することもできる。
【００３６】
まず、図１（ａ）乃至図１（ｃ）に示した製造工程により第一のテンプレートパターン１
０４Ｘ及び第二のテンプレートパターン１０４Ｙを有するテンプレートを製造する。続い
て、別途テンプレート基板を用意し、テンプレート基板上に充填材料を塗布する。充填材
料にテンプレートを接触させて、テンプレートパターンに充填材料を充填し、光照射によ
り充填材料を硬化する。次に、テンプレートをテンプレート基板から離型することにより
、テンプレート基板上に充填材料によるパターンが形成される。充填材料パターンをマス
クにテンプレート基板をエッチングすることで、テンプレート基板に溝状のテンプレート
パターンを形成する。充填材料パターンは、テンプレート基板内の第一の領域および第一
の領域に隣接する第二の領域にも形成されるため、第一の領域の端部と中央部におけるテ
ンプレートパターンの設計寸法からの寸法変動を抑えることができる。
【００３７】
さらに、図１（ｄ）及び図１（ｅ）で示したように、第一の領域をレジストパターンで覆
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いながら、第二の領域を選択的にウェットエッチングすることにより、第二の領域の基板
表面を掘り下げる。
【００３８】
以上のようにして、インプリント法を用いてさらにテンプレートを複製することができる
。この場合、充填材料パターンがテンプレート基板の第一の領域および第二の領域に形成
されており、第一の領域の充填材料パターンの端部と中央部（端部より内側）の個々のパ
ターンのパターン環境が近似する。従って、テンプレート基板をエッチングしてテンプレ
ートパターンを形成する際、第一の領域に形成されるテンプレートパターンの個々のパタ
ーンを、それぞれ設計通りの寸法および形状に形成することができる。
【符号の説明】
【００３９】
１００・・・テンプレート基板
１０１・・・マスク材料
１０２・・・レジストパターン
１０３・・・マスクパターン
１０４・・・テンプレートパターン
１０５・・・レジストパターン
Ｘ・・・第一の領域
Ｙ・・・第二の領域 

【図１】 【図２】
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